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この要項には，次の提出書類が添付されています。
　⑴　入学志願票・写真票・受験票
　⑵　研究計画書
　⑶　推薦書（社会人特別推薦入試）
　⑷　経歴および志願理由書（社会人特別入試・社会人特別推薦入試）
　⑸　研究業績リスト（社会人特別入試・社会人特別推薦入試）
　⑹　検定料収納証明書貼付票・検定料免除申請書
　⑺　宛名票（シール）

【お知らせ】

平成21年度より，10月に行っていた入試に加え，２月にも入試を実施しています。10月を前期，
２月を後期とします。受験生は，前期，後期を任意に選択し出願することも，両方に出願するこ
とも可能です。なお，一般入試においては，前期と後期とで選抜方法が異なりますので注意して
ください。
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Ⅰ．福島大学大学院地域政策科学研究科（修士課程）学生募集要項
１．アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

⑴　地域政策科学研究科（修士課程）の教育目標と求める学生像
　本研究科は，学際的かつ政策科学的な教育課程を通じて，地域社会が提起する諸課題に対応
できる理論と応用の研究能力を高め，地域社会の各分野で中核的役割を担う高度な専門性を備
えた人材を養成することを目的としています。
　本研究科では，広く学際的な観点から地域の多様な政策課題に対応した研究に取り組み，時
代の進展と地域社会の要請に応える高度で専門的な研究能力を身につけようとする学生を求め
ています。

⑵　入試の際に求める知識・技能・関心
　広く学際的な観点から地域の多様な政策課題に対応した研究に取り組み，時代の進展と地域
社会の要請に応える高度で専門的な研究能力を身につけるために，以下に掲げる知識，技能，
関心を有している学生あるいは社会人を求めます。
・地域的諸問題および地域政策に対する強い研究上の関心
・大学院での研究の基礎となる当該分野・領域に関する学力
・大学院での研究に関する明確な目標と計画

２．募　集　人　員
　　地域政策科学専攻　20人

入　試　区　分
募　集　人　員

前期（10月） 後期（２月） 合　　計
一 般 入 試

13人 ７人※ 20人
社 会 人 特 別 入 試
社 会 人 特 別 推 薦 入 試
外国人留学生特別入試

※　前期において欠員が生じた場合，その欠員は後期の募集人員に加えます。

３．出　願　資　格

①　学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に規定する大学を卒業した者および令和４
（2022）年３月に卒業見込みの者
②　学校教育法第104条第７項の規定により，学士の学位を授与された者および令和４
（2022）年３月31日までに学士の学位を授与される見込みの者
③　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者および令和４（2022）年３月ま
でに修了見込みの者

④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，当
該外国の学校教育における16年の課程を修了した者および令和４（2022）年３月までに修了
見込みの者

⑤　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の
課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修
了した者および令和４（2022）年３月までに修了見込みの者
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⑥　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外
国の政府または関係機関の認証を受けた者による評価を受けたものまたはこれに準ずるも
のとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上であ
る課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい
て履修することにより当該課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位
置付けられた教育施設であって学校教育法施行規則第155条第１項第４号の指定を受けた
ものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与さ
れた者および令和４（2022）年３月31日までに授与される見込みの者

⑦　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基
準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日
以後に修了した者および令和４（2022）年３月31日までに修了見込みの者

⑧　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
⑨　本研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認めた者で，令和４（2022）年３月31日現在で満22歳に達しているもの

　（注）　出願資格⑨に該当する者は，出願前に入学資格個別審査が必要です。詳細については「4．
出願手続」の「入学資格個別審査」を参照してください。

　　　　出願する入試区分により，以下の要件を満たす必要があります。

　【一般入試】
　出願できる者は，大学院出願資格①～⑨のいずれかに該当する者とする。

　【社会人特別入試】
　出願できる者は，大学院出願資格①～⑨のいずれかに該当し，かつ，以下のいずれかの要件に
該当する者とする。

　⑴　令和４（2022）年３月31日現在，年齢満27歳に達している者
　⑵　令和４（2022）年３月31日現在，年齢満27歳に達していない者で，出願時および受験時に定職

（主婦／主夫業を含む）に就いており，労働時間が週20時間以上のもの（アルバイト，パート
等を含む。主婦／主夫業については労働時間を考慮しない。）

　【社会人特別推薦入試】
　出願できる者は，大学院出願資格①～⑨のいずれかに該当し，かつ，以下の⑴⑵の要件をすべ
て満たす者とする。

　⑴　出願時および受験時に定職に就いており，労働時間が週20時間以上の者（アルバイト，パー
ト等を含む。）

　⑵　所属長より推薦された者

　【外国人留学生特別入試】
　出願できる者は，大学院出願資格③・④・⑤・⑥・⑨のいずれかに該当し，かつ，以下の要件
を満たす者とする。

　・　日本の国籍を有しない者
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４．出　願　手　続
　⑴　出願期間
　　　　前期　令和３（2021）年８月27日（金）～９月２日（木）　午後５時まで
　　　　後期　令和４（2022）年１月27日（木）～２月２日（水）　午後５時まで
　（注）入学資格個別審査

　出願資格⑨により本研究科に出願する者は，出願前に入学資格個別審査を行いますので，
下記期日までに入学資格個別審査申請書（本学所定用紙）に添付書類を添えて提出してくだ
さい（個別の入学資格審査の詳細および書類については，本学ウェブサイトの「入試情報」
（http://nyushi.adb.fukushima-u.ac.jp）を参照するか，本学入試課に問い合わせてください。）。
入学資格個別審査の申請締切日時
　前期　令和３（2021）年８月11日（水）〔午後５時必着〕
　後期　令和３（2021）年12月８日（水）〔午後５時必着〕

　⑵　願書提出先
　　　　福島大学入試課　　〒960－1296　　福島市金谷川１番地　　☎ 024－548－8064
　⑶　出願方法

　郵送の場合は，「一般書留速達郵便」とし，「地域政策科学研究科入学願書在中」と朱書して
ください｡ 出願期間を過ぎた場合は受理できませんので，郵送期間を十分考慮して早めに送付
してください。ただし，前期については令和３（2021）年９月１日（水）以前，後期については令
和４（2022）年２月１日（火）以前の発信局消印のある一般書留速達に限り，期限後に到着した場
合でも受理します。
　持参の場合，入試課の窓口受付時間は平日の午前９時から午後５時までです。

　⑷　出願書類（黒か青のボールペンまたは万年筆を用い，文字は楷書で記入してください。）
　全ての入試区分において提出する書類

出　願　書　類 摘　　　　　　　　　要

全
　
入
　
試
　
区
　
分
　
共
　
通

①入学志願票，
　写真票，受験票

本研究科所定の用紙

②成績証明書 出身大学（学部）長または出身学校長が作成したもの

③出願資格を証明
する書類

以下の書類のうち，該当するもの
・卒業（見込）証明書
・学位授与証明書（学位授与機構が発行したもの。申請中の場合は
学長・校長の学位授与申請（予定）証明書）

・専修学校専門課程修了（見込）証明書（出願資格⑦に該当する者。
なお，「修業年限が４年以上であること」，「課程の修了に必要な総
授業時間数が3,400時間以上あること」の資格要件が明記された修
了（見込）証明書であること）

・専修免許状または一種免許状の写し（出願資格⑧に該当する者の
うち，昭和28年文部省告示第５号十に該当するもの）

④研究計画書 本研究科所定の用紙
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出　願　書　類 摘　　　　　　　　　要

全
　
入
　
試
　
区
　
分
　
共
　
通

⑤検定料収納証明
書貼付票

「検定料収納証明書貼付票」裏面の「検定料支払方法のご案内」を参
照の上，検定料30,000円を下記の期間内に払い込んでください。払
込手数料が別途必要です。

〔振込期間〕前期：令和３（2021）年８月25日（水）～９月２日（木）16：30まで
　　　　　 後期：令和４（2022）年１月25日（火）～２月２日（水）16：30まで
　　　　　（上記期間外は払い込みできません。）
「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分
を切り取り，「検定料収納証明書貼付票」に貼付した上で出願書類に
同封してください｡
※ ファミリーマートで支払いの方は，レシート（受領書）を貼付し
てください。

出願書類を受理した後は，いかなる理由があっても検定料は返還で
きません。ただし次の場合は検定料返還請求ができますので，下記
に申し出てください。
　ア ．検定料を払い込んだが，出願しなかった（出願書類を提出し

なかった，または出願が受理されなかった）
　イ．検定料を誤って二重に払い込んだ
　ウ ．出願期間終了までに，検定料免除に該当することを証明する

書類を取得できなかったものの，出願期間終了後に取得した
なお，請求方法等については，該当者へ個別に通知します。
また，返還の際の振込手数料は請求者負担となります。
　検定料返還に関する問い合せ先：福島大学財務課出納係
　　　　　　　　　　　　　　　　☎024－548－8015
※検定料免除について
　本学では，東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事
故ならびに平成23年度以降において豪雨災害等の激甚災害で被災さ
れた方の経済的負担を軽減し，被災受験者の進学機会の確保を図る
ために，令和３（2021）年度に行われる全ての入試において，検定料
免除の特別措置を行います。
　免除の条件については10ページの「13．東日本大震災（原発事故
を含む）および激甚災害において被災された方に対する検定料の免
除について」を確認してください。
　なお，検定料免除申請を行う場合は，出願時に検定料を払い込ま
ないでください。また，「検定料収納証明書貼付票」の提出は不要で
す。

⑥受験票等送付用
封筒

本研究科所定の封筒に，入学志願者本人の郵便番号・住所・氏名を記
入し，374円分の切手を貼付してください｡

⑦宛名票
　（シール）

本研究科所定の用紙に，合格通知書を受けるところの郵便番号・住
所・氏名を記入してください｡
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（注）　１．出願に当たっては，希望する研究指導教員に対して事前に相談をしてください。担当教
員の海外研修等の理由により令和４（2022）年度に授業が開講されない場合があります。な
お，連絡先等につきましては，本学ウェブサイトを参照するか，入試課まで問い合わせて
ください。

　　　２．研究科および教員の情報については，地域政策科学研究科ウェブサイト（http://www.
ads.fukushima-u.ac.jp/information/）をご覧ください。

　　　３．日本語以外で書かれた証明書等を出願書類として提出する場合は，その日本語訳を必ず
添付してください。

　　　４．日本国外に在住する入学志願者は，検定料の納入方法について，出願前のできるだけ早
い時期に，本学入試課に問い合わせてください｡

　　　　福島大学入試課　☎024－548－8064　　E-mail　nyushi@adb.fukushima-u.ac.jp
　　　５．廃校，被災または保存期間超過による廃棄など種々の事情により出身学校の成績証明書

を得られない者は，成績通信簿を提出してください。提出は原本に限ります。原本の返却
を希望する場合は「返送用封筒」を各自で準備し，切手を貼付して，出願書類に同封して
ください。また，これらの書類が整わない場合には，本学入試課へ問い合わせてください。

　　　６．誤って記入した場合は，誤記入の部分を二重線で消し訂正してください。
　　　７．出願書類に次のような不備のある場合は受理できませんので注意してください。
　　　　①　入学志願票等に，記入漏れまたは誤記入があるもの
　　　　②　出願書類として添付が必要な証明書等が，同封されていないもの
　　　８．出願書類受理後は，出願の取り消し，入学志願者の申し出による出願書類の差し替えお

よび志望等の変更は認めません。
　　　９．出願書類について虚偽の記載があった場合は，入学を取り消すことがあります。

出願する入試区分によるその他の提出書類（＊は該当する者のみ提出）

出　願　書　類 摘　　　　　　　　　要

一
般
入
試
（
後
期
）

⑧卒業研究
　全文および要旨

（4,000～5,000字）
（各５部）

出身（卒業見込）大学において単位を認定された（または認定見込
みの）卒業研究および4,000字～5,000字で作成したその要旨（各５
部）を提出してください。「卒業研究」とは，「卒業論文」「卒業レ
ポート」等の名称による論文・レポート等を指し，入学志願者がひ
とりで書いたものとします。共同執筆の場合は⑨小論文により出願
してください。

⑨小論文（５部） ⑧に該当する卒業研究等を有しない者は，出身（卒業見込）大学に
おいて専攻したテーマに関連する内容について8,000～20,000字で作
成した小論文（５部）を提出してください。入学志願者がひとりで
書いたものとします。

【作成上の注意】
パソコン等で作成する場合は，小論文の表紙または1枚目に1列の
文字数と行数を記載してください（例：「１列40文字×40行で作
成」）。
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出　願　書　類 摘　　　　　　　　　要

社
　
会
　
人
　
特
　
別
　
入
　
試

⑧小論文（５部） 入学後の研究計画に関連する任意のテーマについて8,000～20,000字
で作成した小論文（５部）を提出してください。

【作成上の注意】
パソコン等で作成する場合は，小論文の表紙または１枚目に１列
の文字数と行数を記載してください（例：「１列40文字×40行で作
成」）。

⑨経歴および志願理由書 本研究科所定の用紙

⑩社会人であること
を示す証明書　＊

出願資格⑵に該当する者は，定職に就いていることを証明する書類
（例えば給与明細書，源泉徴収票，健康保険証，所得証明書，青色
申告書等）の写しを提出してください。

⑪研究業績および研
究業績リスト　＊

研究業績のある者は，公刊された業績（写しでも可）とともに本研
究科所定の用紙を用いた研究業績リストを提出することができま
す。なお，提出された研究業績は，原則として返却しません。

（注）返却を希望する場合は，出願時に申し出てください。

出　願　書　類 摘　　　　　　　　　要

社
会
人
特
別
推
薦
入
試

⑧経歴および志願理由書 本研究科所定の用紙

⑨推薦書 本研究科所定の用紙（開封無効）

⑩研究業績および研
究業績リスト　＊

研究業績のある者は，公刊された業績（写しでも可）とともに本研
究科所定の用紙を用いた研究業績リストを提出することができま
す。なお，提出された研究業績は，原則として返却しません。

（注）返却を希望する場合は，出願時に申し出てください。

５．試 験 日 程 等
　⑴　試験日程

前期

入　試　区　分 試　験　日　時 試　験　科　目

一 般 入 試

令和３（2021）年
10月６日（水）

９：30～12：30 学力検査（筆記試験）

13：30～ 面　　　接

社 会 人 特 別 入 試 ９：30～ 学力検査（口述試験）・面接

社会人特別推薦入試 ９：30～ 面　　　接

外国人留学生特別入試
10：00～11：30 学力検査（筆記試験）

13：00～ 面　　　接
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後期

入　試　区　分 試　験　日　時 試　験　科　目

一 般 入 試

令和４（2022）年
２月９日（水）

10：00～11：30 学力検査（筆記試験）

13：00～ 学力検査（口述試験）・面接

社 会 人 特 別 入 試 10：00～ 学力検査（口述試験）・面接

社会人特別推薦入試 10：00～ 面　　　接

外国人留学生特別入試
10：00～11：30 学力検査（筆記試験）

13：00～ 面　　　接

　⑵　試験会場
　　　福島大学（福島市金谷川１番地）…… 本要項末の大学案内図を参照してください。

６．選　抜　方　法
　【一般入試】
　　前期
　　入学者の選抜は，学力検査（筆記試験）および面接の結果を総合して行います｡

試　　　　験 試　験　内　容

学 力 検 査
（筆記試験）

11，12ページの「筆記試験専門科目出題範囲一覧」から，次の①およ
び②により２科目を選択してください。出願後，専門科目の変更は認
めません。
　①　入学後に希望する履修分野において，研究計画に即した専門科

目から１科目
　②　その他の全専門科目（他履修分野を含む）から１科目

面　　　接 提出された「研究計画書」等を中心に実施します。

　　後期
　　入学者の選抜は，学力検査（筆記試験・口述試験）および面接の結果を総合して行います｡

試　　　　験 試　験　内　容

学 力 検 査
（筆記試験）

11，12ページの「筆記試験専門科目出題範囲一覧」から，入学後に希
望する履修分野において，研究計画に即した専門科目１科目を選択し
てください。出願後，専門科目の変更は認めません。

学 力 検 査
（口述試験）

提出された「卒業研究」とその要旨，または「小論文」に基づき，そ
の内容に関して実施します。

面　　　接 提出された「研究計画書」等を中心に実施します。

（注）　研究指導教員は，20ページ以降の「授業科目の概要および担当教員」に掲げられている
教員のうち区分欄に「＊」印のついた教員が担当します。専門科目に対応する研究指導教
員がいない場合もありますので，十分確認のうえ専門科目を選択してください。
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　【社会人特別入試】
　　入学者の選抜は，学力検査（口述試験）および面接の結果を総合して行います｡

試　　　　験 試　験　内　容

学 力 検 査
（口述試験）

提出された「小論文」に基づき，その内容に関して実施します｡

面　　　接 提出された「研究計画書」，「志願理由書」等を中心に実施します。

　【社会人特別推薦入試】
　　入学者の選抜は，面接の結果に基づいて行います。

試　　　　験 試　験　内　容

面　　　接
提出された「研究計画書」，「志願理由書」，「推薦書」等を中心に実施
します。

　【外国人留学生特別入試】
　　入学者の選抜は，学力検査（筆記試験）および面接の結果を総合して行います｡

試　　　　験 試　験　内　容

学 力 検 査
（筆記試験）

11，12ページの「筆記試験専門科目出題範囲一覧」から，入学後に希
望する履修分野において，研究計画に即した専門科目１科目を選択し，
日本語で論述する。出願後，専門科目の変更は認めません。

面　　　接 提出された「研究計画書」等を中心に実施します。

（注）　研究指導教員は，20ページ以降の「授業科目の概要および担当教員」に掲げられている
教員のうち区分欄に「＊」印のついた教員が担当します。専門科目に対応する研究指導教
員がいない場合もありますので，十分確認のうえ専門科目を選択してください。

７．障害等のある入学志願者の事前相談
　障害（学校教育法施行令第22条の３で定める障害の程度）等のある入学志願者で，受験上およ
び修学上の配慮を必要とする場合は，出願の１か月前までに本学入試課まで申し出てください。

８．合 格 者 発 表
　　前期　令和３（2021）年10月14日（木）　午前11時
　　後期　令和４（2022）年２月17日（木）　午前11時
　合格者の発表は，本学ウェブサイトの「入試情報」（http://nyushi.adb.fukushima-u.ac.jp/）に
受験番号を掲載するとともに，合格者には「合格通知書」を送付します。

　　電話による合否の問い合わせには応じません。
　　合格者発表当日は，インターネット回線が混雑するため，つながりにくい場合があります。
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９．入学手続および入学手続に係る留意事項
　⑴ 　合格者は，下記期間に郵送により入学手続を完了してください。詳細は，合格者に送付する

「入学手続の手引き」に記載しますので必ずご確認願います。
　　　前期合格者　令和３（2021）年12月10日（金）～17日（金）　午後４時必着
　　　後期合格者　令和４（2022）年３月７日（月）～15日（火）　午後４時必着

　（注）１．指定期日までに入学手続を完了しない場合は，合格者としての権利を失います。
　　　 ２ ．入学手続，諸会費等を記載した「入学手続の手引き」は，「合格通知書」ととも

に送付します。
　⑵　入学辞退者の取扱い

　入学手続完了後，特別な事情により入学を辞退する場合には，令和４（2022）年３月31日まで
に「入学辞退願」（様式は任意）を提出してください。

　⑶　入学時の大学への納入金

入学料（予定額） 282,000円

　（注）１ ．上記の入学料は予定額です。入学料の改定が行われた場合は，改定時から新た
な金額が適用されます。

　　　 ２ ．入学手続完了後に，入学を辞退した場合（留年等により入学資格を満たせなく
なった場合を含む。）は，入学料の返還はできません。

（参考）１．授業料について
　　　　　　 　 　授業料は，入学後に口座引落により納入していただきますので，入学時に納入

する必要はありません。なお，授業料の金額（予定額）は次のとおりです。授業
料の改定が行われた場合は，改定時から新たな金額が適用されます。

授業料（予定額）
前期分　267,900円
後期分　267,900円

合計（年額）535,800円

　　 　２．諸会費について
　　　　　 　　 　入学時に必要となる入学料以外の諸会費（「学生会」「同窓会」の会費等）につ

いては「入学手続の手引き」送付の際にお知らせします。

10．入学料・授業料の減免について
　経済的理由により入学料，授業料の納入が困難で，かつ，最終大学・学校等における学業成績
が優秀と認められる場合には，選考のうえ入学料，授業料の減免が許可される制度があります。

11．注　意　事　項
　⑴　社会人としての出願資格を有する者でも，一般入試で出願することができます。
　⑵　出願手続後は，提出書類の変更および入学検定料の返還はできません。
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12．入学志願者の個人情報保護について
　本学では，提出された出願書類や入学試験により個人情報を取得します。取得した個人情報 
は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」および「国立大学法人福島大学
個人情報保護管理規則」に基づき，下記の目的でのみ利用し，その保護に努めます。

　　【利用目的】
　　ア　入学者選抜に関する業務（統計処理等の付随する業務を含む）に利用します。
　　イ　入学手続に関する業務に利用します。
　　ウ　入学手続完了者にあっては，入学後の修学指導業務，学生支援業務および授業料徴収業務，

入学者の教育方法の改善に利用します。また，入学料免除，授業料免除および各種奨学金申
請（応募）者にあっては，入学試験の成績等を当該免除者または奨学金貸与者の選考判定等
に利用する場合があります。

　　　 　なお，出願手続に関する業務を円滑に進めるため，業務の一部を外部に委託しています。
委託先に対して，必要な個人情報を提供しますが，委託先との間で適切な取り扱いに関する
契約の締結をはじめ，適切な監督を行います。

13�．東日本大震災（原発事故を含む）および激甚災害において被災された方に対する検定料
の免除について
 　本学では，東日本大震災，東京電力福島第一原子力発電所事故，および平成23年度以降におい
て豪雨災害等の激甚災害で被災された方の経済的負担を軽減し，被災受験者の進学機会の確保を
図るために，令和３（2021）年度に行われる全ての入試において，検定料免除の特別措置を下記の
とおり行います。
⑴　対象者
　 　出願期間までに次のいずれかに該当すると認められた本学入学志願者については，検定料を
全額免除します。

　① 　東日本大震災において指定された災害救助法適用地域で被災された方，または平成23年度
以降に「激甚災害」に指定された災害により被災された方で，本人または主たる家計支持者
が居住していた家屋が全壊，大規模半壊，半壊，流失の罹災と認定された方

　② 　東日本大震災において指定された災害救助法適用地域で被災された方，または平成23年度
以降に「激甚災害」に指定された災害により被災された方で，主たる家計支持者が死亡また
は行方不明となった方

　③ 　東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて設定された「警戒区域」，「計画的避難区域」，
「緊急時避難準備区域」，「特定避難勧奨地点」に平成23年３月11日時点で本人または主たる
家計支持者が居住していた方で，これに伴い避難を余儀なくされた方

　上記免除対象者の詳細については以下の表をご確認ください。

区　　分 検定料免除の可否（可は○，否は×で示しています）

①家屋の全・半壊
全　壊 大規模

半壊 半　壊 流　失 一部損壊

○ ×
② 主たる家計支持者が

死亡または行方不明
主たる家計支持者 主たる家計支持者以外

○ ×

③原発事故による影響
警戒区域 計画的

避難区域
緊急時避難
準備区域

特定避難
勧奨地点 それ以外の地域

○ ×

　 注：区域については，再編前の区域としています。
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⑵　必要書類
　　検定料免除を申請するにあたって必要な書類は以下のとおりです。
　①　検定料免除申請書（本要項に添付された指定の様式）
　②　次に挙げる証明書のいずれか一つの写し
　　　上記⑴対象者の①に該当する場合，「市町村長が発行する罹災証明書」
　　　 上記⑴対象者の②に該当する場合，「主たる家計支持者の死亡または行方不明を確認でき

る書類」
　　　 上記⑴対象者の③に該当する場合，「避難している（いた）ことが確認できる書類」（自己

申立書でも可）
⑶　必要書類の提出方法と提出期間
　　出願期間中に出願書類と合わせて提出してください。
　 　検定料免除申請を行う場合は，出願時に検定料を払い込まないでください。また，「検定料
収納証明書貼付票」の提出は不要です。

14．筆記試験専門科目出題範囲一覧（令和４（2022）年度）
　　⃝印は，専門科目出題対象外になります。

履修
分野 専門科目名 出　　　　題　　　　範　　　　囲 研究科対応授業科目

地

方

行

政

行 政 学 行政学，地方自治に関する基礎知識とその理解を問う。 国 家 と 行 政 １

地 方 行 政 論 戦間期（ＷＷⅠ～ＷＷⅡ）における地域社会の現実と行政課題
について概括的に問う。 国 家 と 行 政 ２ 

公 共 政 策 論 公共政策論に関する基礎知識を問う。 地 域 社 会 と 行 政

現 代 政 治 論 政治学および現代政治理論（政治哲学）の基礎的な知識を問う。 社 会 と 政 治 １

政 治 過 程 論 政治変動にかかわる諸理論の習熟度を問う。 比 較 政 治

国 際 政 治 論 国際政治学の基礎的な知識を問う。 国 際 社 会 と 政 治

地 方 自 治 法 地方自治法に関わる基本的知識を問う。 地 域 社 会 と 法 １

社
会
経
済
法

法 社 会 学 法社会学の基礎理論についての知識を問う。  社 会 と 法 

労働法・社会保障法 労働法および社会保障法に関する基礎知識とその理解を問う。 労 働 ・ 社 会 保 障 と 法

企 業 取 引 法 商法総則・商行為法・会社法・保険法の基本問題について問う。 企 業 と 法 ２

行
　
政
　
基
　
礎
　
法 

憲 　 　 法 憲法に関する基礎知識とその理解を問う。 国 家 と 法 １ ・ ２

行 政 法 行政作用法・行政救済法の総論に関する基礎知識とその理解を
問う。 国 家 と 法 ４

民 法 （ 財 産 法 ） 民法の財産法分野（第１編から第３編）における基礎的知識・
理解を問う。

市 民 と 法 ２ ・ ３

民 法 （ 家 族 法 ） 民法の家族法分野（第４編・第５編）における基礎的知識・理
解を問う。

民 事 訴 訟 法 民事訴訟法に関する基礎的知識の理解力を問う。 紛 争 処 理 科 学 と 法

刑法・刑事裁判法 刑法・刑事訴訟法の基礎知識および刑事政策に関する基本的理
解を問う。 地 域 社 会 と 刑 事 法

国 際 法 国際法に関する基本的知識と理解を問う。 国 際 社 会 と 法 １
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履修
分野 専門科目名 出　　　　題　　　　範　　　　囲 研究科対応授業科目

社
　
　
会
　
　
計
　
　
画

社 会 計 画 論 社会計画の概念，歴史，対象と手法に関する基本問題。 地域社会と社会計画２

地 域 環 境 論 環境社会学の理論やアプローチについての理解を問う。 地 域 社 会 と 環 境

地 域 福 祉 論 地域福祉の理念等に関する基本的知識，および近年の実践活動
や動向についての理解を問う。 地域社会と社会福祉２

社 会 調 査 論 社会調査の考え方および量的・質的調査の実施に関わる知識
を，地域社会研究との接点で問う。 地 域 社 会 と 社 会 調 査 

社 会 学 原 論 社会学理論の主たる概念についての基礎知識を問う。 社 会 の 基 礎 理 論 

地 域 社 会 学 社会学における地域やコミュニティに関する視点について，基
本的な理解を問う。 地 域 社 会 総 論

メ デ ィ ア 論 メディア研究に関する基本的な知識を問う。 地域社会とコミュニケーション

地
　
　
域
　
　
文
　
　
化

地 域 史 日本近代史に関する基本的理解および史料の読解能力を問う。 地 域 社 会 と 歴 史 １

文 化 史 日本中世史・中世文化史に関する基本的理論を問う（問題には
史料読解を含む。）。 地 域 社 会 と 歴 史 ２

考 古 学 日本を中心とする世界の考古学，および考古学の方法と理論に
関する基礎的知識。 地 域 社 会 と 歴 史 ３

ジ ェ ン ダ ー 論
社会の中の諸領域・諸問題（労働，家族，災害等）における，
ジェンダー／セクシュアリティにかかわる基礎的理論，および
現実分析について。

地域社会とジェンダー

社 会 教 育 論 社会教育を中心に広く生涯学習の理論，歴史，法制，計画，実
践等の専門基礎知識。 地 域 社 会 と 教 育 １

情 報 社 会 論 情報化にかかわる社会理論および現代社会における情報化の現
状についての基本的知識。 社 会 と 情 報 １

言 語 文 化 論 Ⅱ 日本語，英語の「標準語」成立の過程をテーマに，国際社会の
言語と文化の理解を問う。 国際社会の言語と文化１

国際文化交流論Ⅰ オーストラリアと日本の交流史がどのように発展してきたかに
ついて，基礎的な知識を問う。 国際社会の言語と文化２

言 語 文 化 論 Ⅰ 記号概念および言語と文化の関わりについて，基礎的な知識と
問題関心のありようを問う。 国際社会の言語と文化３

⃝欧 米 文 化 論 Ⅰ フランスにおける芸術作品と社会背景との影響関係について基
礎的な知識を問う。 国際社会の言語と文化６

欧 米 文 化 論 Ⅱ 欧米の英語圏の文化について学ぶ上で必要な基礎的知識および
その理解を問う。 国際社会の言語と文化８

15．後期２次募集について
　令和４（2022）年度前期および後期入学試験の結果，一般入試，社会人特別入試，社会人特別推
薦入試，外国人留学生特別入試における合格者が募集人員に満たない場合は，以下の日程で後期
２次募集を行う予定です。実施の有無および募集の詳細については，決定次第，本学ウェブサイ
トの「入試情報」（http://nyushi.adb.fukushima-u.ac.jp/）で公表します。
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【地域政策科学研究科後期２次募集】
　⑴　出願期間
　　　令和４（2022）年２月14日（月）～２月17日（木）　午後５時まで
　　　※　入学資格個別審査申請書提出締切（出願資格⑨により出願する者のみ該当）
　　　　　令和４（2022）年２月９日（水）　午後５時まで
　⑵　入学試験日
　　　令和４（2022）年３月２日（水）
　⑶　合格発表
　　　令和４（2022）年３月20日（日）
　⑷　入学手続期間
　　　令和４（2022）年３月21日（月）～３月27日（日）　午後４時必着

16�．入試における新型コロナウイルス感染症対応について
⑴　検定料返還および振替受験について
　 　令和４年度福島大学大学院地域政策科学研究科（修士課程）において，新型コロナウイルス
感染症の罹患等により受験することができない場合，前期日程においては検定料の返還，後期
日程では振替受験を行います。

　①　対象者
　　Ⅰ　新型コロナウイルス感染症に罹患し，試験日までに医師が治癒したと診断していない者
　　Ⅱ　試験直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者
　　（注） 　ただし，無症状の濃厚接触者については，後掲「⑵　新型コロナウイルス感染症にお

ける無症状の濃厚接触者への対応について」による申請により，受験を許可された場
合，別室での受験ができます。

　　Ⅲ　発熱・咳等の症状があり，試験当日の検温で３７．５度以上の熱がある者
　②　申請期間
　　　試験日の前日および当日　９：00～17：00
　③　申請手続
　　Ａ 　申請期間内に本人または代理人が「受験票」と「診断書等（治療期間および検温した体

温が明記されたもの）」を持参し，「追試験等申請書」により申請してください。
　　Ｂ 　申請期間内に本人または代理人が来学できない場合は，電話で受付を行います。受付後，

「受験票」および「診断書等」の提出が必要となります。
　　（注） 　診断書等の提出は申請期間の翌日までとします。（翌日が土曜・日曜にあたる場合は，

月曜日（月曜日が祝日にあたる場合は火曜日）とします。）
　④　申請内容の認否結果について
　　　申請内容の認否については，本人に通知します。
　⑤　検定料の返還について
　　 　検定料の返還が認められた場合には，別途，「検定料返還請求書」を提出してください。

指定する銀行口座に振り込みとなります（ただし，振込手数料を減じた額となります）。
⑵　新型コロナウイルス感染症における無症状の濃厚接触者への対応について
　 　本学を受験予定で，保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者のうち，以下のいずれ
の要件も満たす場合で，本学入試課へ所定の申請手続を行い，受験を許可された場合，別室で
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の受験ができます。
　 　保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者で受験を希望する場合は，まずは速やかに
本学入試課に電話でご連絡ください。なお，原則入試２日前の午前10時までに入試課にご連絡
をお願いします。

【受験を認める要件】
　① 　初期スクリーニング（自治体による PCR 検査または検疫所における抗原定量検査）の結

果，陰性であること
　② 　公共の交通機関（電車，バス，タクシー等）を利用せず，かつ，人が密集する場所を避け

て試験場に来ることができること（自家用車等を利用すること）
　③　受験当日も無症状であること
　（注）　１ 　本学入試課への申告後に別室での受験に問題がないと判断された場合，申請者へ確

認を行うと同時に，速やかに郵送またはメールで申請者宛てに許可証を送付します。
　（注）　２ 　受験当日は許可証を持参し，指定時間，指定場所（許可証と同封）に集合してくだ

さい。そこで，無症状であるかの確認を行います。
　試験当日にいずれの要件も満たした場合は，感染防止対策をとり，別室受験とします。
　試験当日に発熱，咳等の症状がある場合には受験できません。
⑶　受験生のみなさまへのお願い
　 　本学では，試験場等の衛生管理体制に万全を期し，入試を実施します。受験生のみなさまは，
以下の新型コロナウイルス感染症対策をお願いします。

≪試験前≫
　〇 　日頃からの体調管理，不要不急の外出等は行わないなど，感染リスクを避ける行動を心が

けてください。
　〇 　新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない者および保健所等から濃厚接触者に該

当するとされた者は受験できません。（無症状の濃厚接触者は「⑵　新型コロナウイルス感
染症における無症状の濃厚接触者への対応について」をご確認ください）

≪試験当日≫
　〇　試験当日は，検温を行い３７．５度以上の熱がある場合は受験を取り止めてください。
　〇　試験場内において，写真照合時を除き，必ずマスクを着用してください。
　〇　アルコールによる手指消毒，トイレ後の手洗いを行ってください。
　〇　発熱，咳等の体調不良の場合には，試験監督等に申し出てください。
　〇　換気を行いますので，体温調節が可能な服装をご準備ください。
　〇　試験前，休憩時間等は，他者との接触・会話を極力控えてください。
　〇　移動の電車等においても，マスクを着用し，友人との会話は極力控えてください。
≪試験終了後≫
　〇 　入学試験受験後，２週間以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した場合

には，必ず，福島大学入試課に連絡してください。
　〇 　入試において感染者が出た場合には，保健所に連絡先等の情報提供を行う場合がありま

す。ただし，提供する個人情報は新型コロナウイルス感染症拡大防止以外には利用いたしま
せん。
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Ⅱ．福島大学大学院地域政策科学研究科（修士課程）案内
１．地域政策科学研究科の目的
　地域政策科学研究科は，本学行政政策学類の教育・研究の学際性，多様な研究領域の有機的結
合による利点を活かし発展させて，地域の多様な政策的課題に対応した研究と教育をとおして，
時代の進展と地域社会の要請により一層高度なレベルで積極的に対応しうる人材の養成を目的と
しています。
　なお，本研究科は，昼夜開講制を採り，一定数の社会人も受け入れる道を積極的に開き，社会
人の専門的能力の一層の向上を図ることを通じて，地域社会の発展に寄与することを目指してい
ます。

　（注）大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例による教育の実施について
　大学院設置基準（文科省令）第14条では，「大学院の課程においては，教育上特別の必要が
あると認められる場合には，夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を
行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」旨規定されており，社会人等の就学に
配慮がなされています。
　本研究科では，大学院での履修を希望する社会人の期待に応えるべく，昼夜開講制を採り，
原則として，夜間の２時限（18時00分～19時30分および19時40分～21時10分）に設定された授
業の履修によっても課程修了に必要な全単位（30単位）を履修できるよう配慮しています。

２．本研究科の概要・特色
　⑴　本研究科は行政政策学類の教育・研究の学際的特徴を活かし，地域の社会的要請に対応しう

る高度でユニークな大学院教育の達成を期するため「地域政策科学専攻」を設置しています。
　本専攻では，地域社会に潜在し，あるいは顕在化している諸問題を把握し，政策課題として
形成し，それらの具体的な政策課題について，政治・行政の諸過程における政策決定，政策の
実施方策，政策評価等の政策過程を考究します。
　これら一連の政策過程のうち，まず，政治・行政の諸過程における政策課題の考究について
は，変動しつつある地域行政の学問的課題に対応するため，政治学・行政学・憲法学・行政法
学等のより高度な履修を通じ，基礎理論の修得を踏まえつつ，政治過程，行政過程，地方自治，
公務員法制等の諸側面から多面的・具体的な考察を加えることを目的としています。
　また，地域住民における自治意識の涵養が不可欠であることから，地域の歴史や社会教育に
関する科目を配置するとともに，国際的視野からの地域把握のため，国際政治や国際法に関す
る科目を配置しています。
　さらに，地域社会における諸問題の把握，政策課題への形成については，現在の全体社会の
中における地域社会の位置と役割，その構造・変動・発展と地域住民生活に関する社会学的認
識の修得並びに前述の政治・行政の諸過程の考察を根底に置いています。その基盤の上に立っ
て，社会計画＝地域計画の視点と社会調査に基づく実証研究を通じて，地域開発と環境，地域
住民生活やその組織化，地域の福祉，地域社会におけるアメニティ，住民の生活文化，地域の
伝統文化や文化財保護等に関する政策過程に関わり，かつ，それを実施に移しうる専門的能力
の養成を目的としています。
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　⑵　本専攻は，有機的関連をもった科目群からなる次の５つの履修分野によって構成されます。
　　①　地 方 行 政

　行政学・政治学の基礎理論および地方自治体の行政を具体的な制度や実態に即しながら法
的・政治的側面から研究する科目群

　　②　社会経済法
　　　　地域社会における社会的・経済的諸問題を法的側面から具体的に研究する科目群
　　③　行政基礎法
　　　　地域の行政の基礎となっている法制度を理論的かつ具体的に研究する科目群
　　④　社 会 計 画

　社会の基本構造およびそれに基づく地域社会の構造・問題把握を踏まえ，地域社会の再
建，活性化に不可欠な社会計画について，特にそれを政策化する視点から研究する科目群

　　⑤　地 域 文 化
　地域の生活を基礎とする地域社会の諸側面を，地域文化として総括する方法について研究
するとともに，社会情報について理論的かつ実証的に研究する科目群

　⑶　院生は，自ら研究計画に即して，各履修分野の指導教員の担当する演習に参加し，自分の研
究テーマに関連する科目の履修を通じて，修士論文を作成します。

　　 　また，地域行政や政策立案に関するリアルな授業科目として，地域特別研究を配置していま
す。この科目では複数の履修分野からなる教員の指導のもとで，特定の地域社会を対象とする
現地調査等を実施し，当該地域社会の当面する課題の解決方途を具体的に研究します。

　⑷　「政策課題プログラム」について
　　 　本研究科では，院生の体系的な履修を促進するために，平成24年度から，特定のテーマにつ

いて，「履修分野」を超えて重点的に学ぶ「政策課題プログラム」を導入しています（令和４
（2022）年度は開講未定）。

　　 　「政策課題プログラム」は修士課程修了の要件ではありませんが，履修者には，「プログラム
修了証」が交付されます。

　⑸　一年修了型カリキュラム
　　 　本研究科では，地域の特定課題に取り組む人材を応援するために「一年修了型カリキュラ

ム」を設置しています（令和４（2022）年度の開講予定はありません）。これまでの社会での活
動・就労経験を活かして，大学院での研究につなげることができます。

３．教　育　方　法
　⑴　履 修 方 法

　入学後，研究指導教員の指導を受け，研究課題を定め，研究課題に即して授業科目を履修し
ます。また，研究指導教員の担当する演習に参加し，学位論文の作成等に必要な指導を受けま
す。
　修了に必要な単位数は，研究指導教員の担当する演習８単位，学位論文６単位，授業科目16
単位（⑵履修基準の表に記載する各区分の単位数を満たしていること），計30単位です。
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　⑵　履 修 基 準

区　分 基　　　　　準 分　　類 修了要件
単 位 数

必 修
履修分野の演習Ⅰ～Ⅳ 必修 8
学位論文（またはそれに替わるもの） 必修 6

基盤科目 基礎的な科目群から１科目以上 選択必修・自由 2
選択必修 履修分野の授業科目から１科目 選択必修 2
応用科目 応用的な科目群から１科目以上 選択必修・自由 2
自由科目 その他すべてから５科目以上 自由 10

計 30

　　① 　基盤科目とは，地域政策科学入門・行政政策学類専門科目（研究指導教員が認めた場合）
をいいます。研究指導教員が認めた場合，基盤科目は自由科目で代替することができます。

　　②　行政政策学類専門科目を修了要件に含める場合は上限を４単位とします。
　　③　応用科目とは，地域特別研究・副演習をいいます。
　　④ 　基盤科目および応用科目で，修了要件単位数を超えて修得した単位は，自由科目に読み替

えます。
　　⑤　「自由」とは自由科目として修了要件単位数にカウントされることを示します。

　⑶　開設授業科目および単位数
履修分野 演習，学位論文および単位数 授業科目および単位数

地 方 行 政

地方行政演習（Ⅰ）
地方行政演習（Ⅱ）
地方行政演習（Ⅲ）
地方行政演習（Ⅳ）
学位論文

2
2
2
2
6

国家と行政1
国家と行政2
地域社会と行政
社会と政治1
社会と政治2
比較政治
国際社会と政治
地域社会と政治
地域社会と法1
地域社会と法2
地域社会と法3
地方行政特殊研究

（西　田）
（荒木田）
（　林　）
（岸　見）

（大　黒）
（黒　崎）

（垣　見）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

社 会 経 済 法

社会経済法演習（Ⅰ）
社会経済法演習（Ⅱ）
社会経済法演習（Ⅲ）
社会経済法演習（Ⅳ）
学位論文

2
2
2
2
6

社会と法
労働・社会保障と法
企業と法1
企業と法2
経済と法
社会経済法特殊研究

（塩　谷）
（長谷川）

　
（福　島）

　

2
2
2
2
2
2
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履修分野 演習，学位論文および単位数 授業科目および単位数

行 政 基 礎 法

行政基礎法演習（Ⅰ）
行政基礎法演習（Ⅱ）
行政基礎法演習（Ⅲ）
行政基礎法演習（Ⅳ）
学位論文

2
2
2
2
6

国家と法1
国家と法2
国家と法3
国家と法4
市民と法1
市民と法2
市民と法3
紛争処理科学と法
地域社会と刑事法
国際社会と法1
国際社会と法2
行政基礎法特殊研究

（阪　本）
（金　井）

（上　床）

（中　里）
（山　﨑）
（　金　）

（高橋（有））
（鈴木（め））

　
　

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

社 会 計 画

社会計画演習（Ⅰ）
社会計画演習（Ⅱ）
社会計画演習（Ⅲ）
社会計画演習（Ⅳ）
学位論文

2
2
2
2
6

地域社会と社会計画2
地域社会と環境Ⅰ
地域社会と環境Ⅱ（※）
地域社会と社会福祉1
地域社会と社会福祉2
地域社会と社会調査
社会と生活
社会と社会科学
社会の基礎理論
社会の構造と階層
地域社会総論
地域社会とコミュニケーション
地域社会とスポーツ
地域社会と社会心理
社会計画特殊研究

（岩　崎）
（廣　本）
（廣　本）

（鈴木（典））
（今　西）

（加　藤）

（板　倉）
（新　藤）

　
　

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

地 域 文 化

地域文化演習（Ⅰ）
地域文化演習（Ⅱ）
地域文化演習（Ⅲ）
地域文化演習（Ⅳ）
学位論文

2
2
2
2
6

地域社会と歴史1Ⅰ
地域社会と歴史1Ⅱ（※）
地域社会と歴史2Ⅰ
地域社会と歴史2Ⅱ（※）
地域社会と歴史3Ⅰ
地域社会と歴史3Ⅱ（※）
地域社会とジェンダー
地域社会と教育1
地域社会と教育2
社会と情報1
スポーツと文化
国際社会の言語と文化1
国際社会の言語と文化2
国際社会の言語と文化3
国際社会の言語と文化4
国際社会の言語と文化5
国際社会の言語と文化6
国際社会の言語と文化7
国際社会の言語と文化8
国際社会の言語と文化9
地域文化特殊研究

（德　竹）
（德　竹）
（阿　部）
（阿　部）
（菊　地）
（菊　地）

（髙橋（準））
（浅　野）

（佐々木）

（坂　本）
（村　上）
（久　我）

（田　村）
　

（照　沼）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

共 通 科 目
地域政策科学入門
地域特別研究Ⅰ
地域特別研究Ⅱ

2
2
2

全 分 野

副演習（Ⅰ）
副演習（Ⅱ）
副演習（Ⅲ）
副演習（Ⅳ）

2
2
2
2

（注）１ ．（　）内は担当教員です。ただし，教員の海外研修等の理由により，令和４（2022）年度には開講されないこともあ
ります。

　　 ２．授業科目に（※）が付いているものは，教職修得希望者（専修免許状）として登録した者のみ受講可能です。
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４．長期履修学生制度について

　本学大学院では，学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限（２年）を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し，課程を修了することを希望する旨申し出た
ときは，申請内容を審査のうえ，その計画的な履修を認める制度を設けました。なお不明な点
は下記⑸へお問い合わせください。

　⑴　「職業を有している等の事情」とは，次のいずれかに該当することをいいます。
　　①　定職を有すること
　　　　パート・アルバイトに関しては，週20時間以上，勤務している者を含みます。
　　②　主婦／主夫等として家事労働に従事していること
　　　　近親者の介護・育児は，家事労働に含まれます。
　⑵　「一定の期間にわたり」とは，本学では，計画的な履修を認められた学生を「長期履修学生」

と，また，その認められた履修期間を「長期履修期間」といいます。
　本学の長期履修期間は

　　①　入学時から長期履修学生として認められた者……４年または３年
　　②　２年次から長期履修学生として認められた者……２年
　　と定められています。
　⑶　在学年限について
　　　最長４年間在学することができます（一般学生と同じ期間）。
　⑷　授業料について

　一般学生の２年（標準修業年限）分の授業料で，長期履修期間在学することができます。支
払うべき年額は，一般学生が在学中に支払うべき総額を，認められた年数で分割した金額とな
ります。また，一般学生と同様に在学中に授業料が値上げされる場合があります。なお，長期
履修期間を超えて留年した場合，留年分の授業料は一般学生と同額の年額を支払うことになり
ます。

　⑸　長期履修学生制度についての問い合わせ先　　　　
　　　　福島大学教務課　　☎ 024－548－8255　　E-mail　kyoumu2@adb.fukushima-u.ac.jp

５．学 位 の 授 与
　本研究科に２年以上在学し，履修基準に基づき30単位以上を修得し，かつ必要な研究指導を受
け，学位論文の審査および最終試験に合格した者には，修士（地域政策）の学位を授与します。

６．教育職員免許状
　すでに，中学校教諭一種免許状（社会）を有している者は，本研究科において，教育職員免許
法および同施行規則（以下「免許法等」という。）に定める所定の単位を修得すれば，中学校教
諭専修免許状（社会）を取得することができます。
　また，高等学校教諭一種免許状（地理歴史），高等学校教諭一種免許状（公民）を有している
者は，免許法等に定める所定の単位を修得すればそれぞれ，高等学校教諭専修免許状（地理歴
史），高等学校教諭専修免許状（公民）を取得することができます。
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７．授業科目の概要および担当教員
　（注）　担当教員の海外研修等の理由により，令和４（2022）年度には開講されないこともあります。
　　　　「区分」欄の印については以下のとおりです。
　　　　・「＊」印のついた教員は，研究指導教員です。
　　　　・「△」印のついた教員は，令和５（2023）年度３月退職予定教員です。（該当者なし）
　　　　・「○」印のついた教員は，令和６（2024）年度３月退職予定教員です。（該当者なし）
　　　　・「◎」印のついた教員は，令和７（2025）年度３月退職予定教員です。（該当者なし）
　　　　・「☆」印のついた教員は，令和４（2022）年度は研究指導教員にはなりません。

【履修分野：地方行政】
区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 国 家 と 行 政 １
准教授

西　田　奈保子

　今日の行政活動を分析するためのアプローチを学ぶ。
中央－地方関係，自治体間関係，自治体－住民間関係と
いった観点から現実社会の様相を読み解き，制度・政策
の課題を検討する。この科目は，参加者による基礎文献
の講読と参加者の報告・議論で構成する。

＊ 国 家 と 行 政 ２
教　授

荒木田　　　岳

　国家の諸制度の生成・確立，ないし消滅を分析するた
めに，「国制史」という方法がある。本講義では，この方
法を利用して「国家」と「自治体」の概念史を検討する。
上記の作業を通じて，通常「国民国家」として一括され
るものの内部における多様性，さらには，国家観・自治
観の多様性の根拠を探ろうと考えている。

＊ 地 域 社 会 と 行 政
准教授

林　　　嶺　那

　ある政策内容を，どの政府が決定するのか？その政策
は，どの政府が実施し，その結果にどの政府が責任を持
つのか？日本行政学における中核的なテーマであり続け，
地方行政を考察する際に欠かすことのできない，一国内
のこうした政府間の関係に関する重要な文献を読解し，
その内容について議論を行う。主に日本語の文献を扱う
が，参加者の関心や語学能力によって，海外文献も広く
扱う予定である。

＊ 社 会 と 政 治 １
准教授

岸　見　太　一

　社会問題を理解するためには，現実が「どうなってい
るのか」という経験的分析をすることに加えて，現実を
評価しあるべき姿を考察する規範的分析が不可欠です。
本講義では後者の規範的分析の方法を，主要なテキスト
の読解を通じて学びます。さらに，具体的な地域課題を
題材にとりあげ，それらの課題を分析することも試みます。

＊ 比 較 政 治
准教授

大　黒　太　郎

　世界各地での民主化へのうねり，日本など先進各国で
の「政治改革」の試み，福祉国家の再編や労働政治の変
容，新しい社会運動の登場など，現代政治のカレントな
テーマは，「政治変動」という視点から分析する手法が有
効である。本講義では，前期に「政治変動」に関する諸
理論の綿密な検討を行った後，受講者が抱えるテーマに
こうした理論を適用することで，実証分析の先鋭化と既
存理論の精緻化を同時に試みることにする。
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区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 国 際 社 会 と 政 治
教　授

黒　崎　　　輝

　国際政治の分析手法を学ぶ。グローバル時代を迎えま
すます複雑化する国際関係をどう読み解いていけばよい
のか。この難題に答える手がかりを国際政治学に求め，
国際政治の分析手法を解説したテキストと研究論文を講
読する。授業はテキストの内容に基づいたディスカッショ
ンを中心に進める。国際政治を理解するために不可欠な
基礎知識を学びながら，国際政治の見方・考え方を習得
することを目指す。

＊ 地 域 社 会 と 法 １ 教　授
垣　見　隆　禎

　周知のように，2000年４月より「地方分権一括法」が
施行された。これが地域社会におよぼす影響は現時点で
は未知数であるが，国と自治体の関係にひとつの転機を
もたらすものであることは間違いない。本講義では，旧
法との異同に留意しながら「改正」地方自治法の問題点
について，検討することを主要な課題としたい。

地 方 行 政 演 習 （ Ⅰ ）＊のついた全教員 　地域の政治および行政の基礎理論を踏まえて，地方行
政における具体的課題の発見，政策の形成・提言，政策
の評価について研究する。地 方 行 政 演 習 （ Ⅱ ）＊のついた全教員

地 方 行 政 演 習 （ Ⅲ ）＊のついた全教員 　地域の政治および行政の諸課題や理論のなかから，国
家と行政，地域社会と行政，国際社会と政治，地域社会
と政治，地域社会と法等の各分野に関連する特定のテー
マについて，重点的に研究する。地 方 行 政 演 習 （ Ⅳ ）＊のついた全教員

【履修分野：社会経済法】
区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 社 会 と 法 教　授
塩　谷　弘　康

　現代福祉国家は，その政策目標を達成するために，さ
まざまな社会領域に介入し，法の支配は拡大の一途を辿っ
ている。しかし，その一方で，家庭，学校，職場，地域
社会などのいわゆる部分社会にも，国家法とは異なる独
自の論理と構造をもった「法」が存在し，われわれの実
際の行動を規制している。本講義では，社会に存在する
「法」をあるがままの存在として捉え，国家法とのかかわ
りの中で，その生成・発展・消滅の法則を探っていきたい。

＊ 労 働 ・ 社 会 保 障 と 法 准教授
長谷川　珠　子

　労働法・社会保障法にかかわる諸問題のなかでも，雇
用差別禁止法について検討する。日本的雇用慣行が変容
し，女性や高齢者，障害者などのこれまで周辺的な労働
力と考えられていた人達が労働力として中心的な役割を
果たすようになってきた今日において，性，年齢または
障害などを理由とする雇用差別を規制する必要性が高
まっている。本講義では，労働法および社会保障法につ
いての知識がある程度備わっていることを前提に，雇用
差別禁止法についてその規制の在り方を検討する。
　なお講義は，受講生による報告と討論を前提として運
営される。

＊ 企 業 と 法 ２ 教　授
福　島　雄　一

　保険制度は，地域の福祉や各種の被害者の救済という
面などで，あるいは補完的にあるいは主体的に重要な役
割を果たしている。そういう意味では，現在まさに保険
の時代とも言えよう。そして，この時代を担う保険者は
様々な保険商品を開発・販売しているが，その約款は消
費者との間に紛争を生じることも少なくない。本講義で
は，このような保険制度の法理論上の諸問題を研究する。
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区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

社会経済法演習（Ⅰ）＊のついた全教員 　地域における労働社会問題および地域経済・産業上の
諸問題にかかわる法的な側面からの基礎理論的な研究を
行う。社会経済法演習（Ⅱ）＊のついた全教員

社会経済法演習（Ⅲ）＊のついた全教員 　地域における社会的・経済的諸問題の法的側面の基礎
理論的研究をふまえて，その特定テーマに関して，より
具体的に社会法，商法，経済法理論上の深化した研究を
行う。社会経済法演習（Ⅳ）＊のついた全教員

【履修分野：行政基礎法】
区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 国 家 と 法 １ 准教授
阪　本　尚　文

　代表民主制がその誕生以来うちに含んできた困難を
検討する。さしあたり，現代フランスで代表民主制に
ついて最も犀利な歴史的分析を展開してきた論者のひと
りである Pierre Rosanvallon の著作のうち，Le Modèle 
politique français. La sociètè civile contre le jacobinisme 
de 1789 à nos jours, Seuil, 2004を講読することを予定して
いる。ただし，受講生と相談のうえ，今日第一線で活躍
している憲法学者のモノグラフィー（蟻川恒正『憲法的
思惟』，岩波書店，2016年；石川健治『自由と特権の距離
［増補版］』，日本評論社，2007年など）にテクストを変更
することもあり得る。個人報告の希望がある場合は，適
宜その機会を提供したい。

＊ 国 家 と 法 ２ 教　授
金　井　光　生

　憲法にかかわる諸問題を理論的に考察する。国家・市
民社会の近代的二分法に加え，公共圏の観点も取り込み
つつ，近代の Recht 概念と国制をめぐる原理的な探究を
行う｡ とりわけ，国制論としての憲法学から，政治哲学
的人権論へと変遷した現代の憲法学における法学的国家
論の不在を自覚的に問い直すことにより，統治機構論の
照射としての人権論の深い理解へも繋がるような作業を
進めてゆきたい。本講義は，参加者の基礎文献講読と報
告・議論によって成立する。

＊ 国 家 と 法 ４ 准教授
上　床　　　悠

　政策と法との関係について，具体的には，法律によっ
て規定された政策を実際にどのように実現していくのか
という問題について考えていく。その手掛かりとしては，
法律の逐条解説を座右に置きながら，各種個別法を細か
く読み，各回毎に章や節を単位として解釈・検討してい
くこととする。最近逐条解説が刊行された法には，介護
保険法，保険業法，鳥獣保護法，墓地埋葬法などがある。
なお，参加者各自が現場での実務の様子や課題の有無に
つき，インタビュー等を活用した事例研究をし，それに
基づく報告をしていただくということは大歓迎である。

＊ 市 民 と 法 ２ 准教授
中　里　　　真

　本講座は，一冊の論文集を題材にして現代的な法的問
題点の知見と理解を深めることを目的とする。講座の進
行方法は，毎回受講者にそれぞれ担当箇所を要約してき
てもらい，皆でその内容について検討を行う報告・討議
方式である。現時点では，民法（特に財産法分野）に関
する記念論文集などを題材とする予定でおり，受講者が，
民法の財産編についての履修を終えていることを前提と
する。もっとも，教材に関しては各々の研究に寄与する
ためにも，受講者の問題関心を重視し，外国法領域（ド
イツ法・英米法など）を含めて変更する用意もある。
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区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 市 民 と 法 ３
准教授

山　﨑　暁　彦

　本講義では，これまでに習得した民（事）法の基本知
識を，事例演習・判例演習等を通してアウトプットして
いくことを中心とする。特に判例演習では，消費者法・
医事法等の発展的で今日的な法律問題を扱い，教養とし
てのみならず，生ける法へアプローチするための法的思
考を獲得することを目的とする。他方で，現在議論され
ている債権法改正等の立法論の動向，あるいは，私法に
おける法学方法論などに関する諸文献を購読し，民事法
学の多様性を知ってもらうよう努めたいと思う。講義は，
受講生の報告および討議を軸に構成する。

＊ 紛 争 処 理 科 学 と 法
准教授

金　　　炳　学

　民法・会社法などによって定められた具体的権利を実
現するための民事手続諸法（民事訴訟法，民事執行法，
民事保全法，破産法，民事再生法，ADR 基本法など）の
日本における近年の立法・改正・判例などを基本題材と
しつつ，ドイツ民事訴訟法および韓国民事訴訟法などと
の比較法・基礎的研究を行う。受講を希望する方は，学
部（学類）講義において，民事法学の基礎，特に，民事
裁判法の履修をすませていることを前提とすること。講
義は，受講生の報告を基本として行う。

＊ 地 域 社 会 と 刑 事 法
准教授

高　橋　有　紀

　犯罪・少年非行や刑罰，刑事司法，犯罪者処遇，更生
保護・医療観察など，刑事法の解釈や国内外の刑事政策
にかかわる分野について，受講生の興味・関心に応じて，
文献講読や施設参観などを通じて広く検討する。特に近
年，犯罪や非行をした者の立ち直りや，犯罪の被害者あ
るいは加害者家族への支援において，地域の福祉や行政
機関，NPO 等が果たす役割の重要性が指摘されているこ
とにかんがみ，伝統的な「法解釈」の枠にとらわれず，
地域社会の課題としての刑事法・刑事政策のあり方を多
角的に考察することを目的としている。

＊ 国 際 社 会 と 法 １
准教授

鈴　木　めぐみ

　現在，国際社会は，様々な分野において一層緊密な協
力関係が構築されてきている反面，国際的な摩擦が増大
し，世界各地で民族紛争や内戦が頻発している。そのよ
うな中で，国際法は，それを適用することにより国際紛
争を解決すること，および国際社会における共通の利益
を実現することが期待されている。講義は，英・仏の基
本とされる概説書の講読，テーマを設定した報告を中心
とし，国際法が国際社会で現に果たしている役割を検討
していく。

行政基礎法演習（Ⅰ）＊のついた全教員 　地域の行政にかかわる法的諸問題について，国家・市
民・国際社会の側面からの基礎的研究を行う。行政基礎法演習（Ⅱ）＊のついた全教員

行政基礎法演習（Ⅲ）＊のついた全教員 　地域の行政をめぐる法的諸問題のなかの特定テーマに
ついて，憲法，行政法，民法等の基礎法的観点から，並
びに国際法的観点からのより具体的な研究を行う。行政基礎法演習（Ⅳ）＊のついた全教員
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【履修分野：社会計画】
区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 地域社会と社会計画２ 教　授
岩　崎　由美子

　本講では，持続可能な地域社会形成に向けた社会計画
の役割と課題について検討することを目的とする。なか
でも過疎・高齢化が進行する農山村集落に焦点を当て，
地域の課題解決のために策定される地域社会計画の内容，
その策定・実施・評価のプロセス，上位の行政機関の政
策との関連性や影響等について具体的な事例をもとに考
察する。計画過程における多様な主体の「参画」の在り
方に重点を置き，地域住民，NPO，大学等の連携による
地域マネジメントや行政支援の実態，今後に向けた課題
について文献輪読や現地調査等を通して検討を加えてい
きたい。

＊ 地 域 社 会 と 環 境 准教授
廣　本　由　香

　本講義では，国内の公害・環境問題や住民運動の事例
を通して環境社会学に関する理論やアプローチを講義す
る。環境問題の解明・解決を目指した被害構造論，受益
圏・受苦圏論，社会的ジレンマ論，生活環境主義につい
て習得するとともに，環境問題の解決過程の先を見据え
た共存戦略の構想や持続可能な社会について検討する。

＊ 地域社会と社会福祉２ 教　授
鈴　木　典　夫

　現代の地域における生活問題の社会的要因と性格を明
らかにし，福祉コミュニティの在り方を問う｡ そして，
その福祉コミュニティの形成をはかるための，住民の組
織化・住民参加活動を検討する。また，多元化する福祉
制度の運営や，それらの連携についても検討しながら，
実践現場での諸課題を明らかにし，当事者や住民にとっ
ての地域福祉の展開方法をさぐる。

＊ 地 域 社 会 と 社 会 調 査 教　授
今　西　一　男

　地域社会における諸問題を各種計画により解決しよう
とするとき，社会調査はその基本的視点を提示する手だ
てとなる。また，社会調査を通して地域社会の構造的な
理解を試みることは，より豊かな地域社会の形成に向け
て実践すべき課題である。そこで本講義では，地域政策
への還元までを意図した社会調査の理論・方法について
検討することを主な目的とする。実際に各種の社会調査
を設計・実施するとともに，文献輪読や既存の社会調査
事例分析なども通して，具体的に考えたい。

＊ 社 会 の 基 礎 理 論 教　授
加　藤　眞　義

　社会的な世界は，それがどんなにマクロな次元のもの
であっても，個々人の行為と行為との結びつきから成り
立っている。本講義では，受講生の関心にあわせて，幾
つかの古典理論，現代理論を検討することをとおして，
社会的行為のなりたちと行為と行為との接続のしくみに
ついて考察していきたい。その作業をとおして，地域と
いう生活の場において問題解決志向的な営みを模索する
際の足掛かりを求めたい。

＊ 地 域 社 会 総 論 准教授
板　倉　有　紀

　福島県における地域社会を通底する問題の１つに，保
健医療福祉の問題がある。地域社会総論では，保健医療
社会学との隣接領域として地域社会学を捉える。具体的
には，被災地における保健福祉，高齢者と健康づくり，
社会的排除を経験している人々への「支援やケア」のあ
り方などをテーマとする。これらの具体的なテーマにつ
いて学生が個々で調査するためにも，関連する地域社会
学の基礎概念や社会学理論は１つの足掛かりになること
から，文献購読や理論的視点に関する議論に重点を置く。
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区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 地 域 社 会 と 
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

准教授
新　藤　雄　介

　本講で取り扱うコミュニケーションとは，マス・コミュ
ニケーションである。マス・コミュニケーションの発達
は，情報の伝達を地域社会の枠組を超えて可能にするシ
ステムを作り上げた。これによって，地域社会をより広
い社会へと接続させることを可能にした一方で，中央と
地方という階層構造を強化させることにもなった。特に，
メディアとの関係から，地域社会の関係を捉えていくこ
ととする。

社 会 計 画 演 習 （ Ⅰ ）＊のついた全教員
　現代の都市・農村地域社会の構造および変動要因等に
関する社会学的認識を踏まえ，地域の自然，生活，産業
経済上の諸問題や高齢化のもとでの地域福祉問題等を積
極的に把握し，解決課題を考察する。社 会 計 画 演 習 （ Ⅱ ）＊のついた全教員

社 会 計 画 演 習 （ Ⅲ ）＊のついた全教員
　高齢化，情報化，国際化等による社会構造上の変化や
諸相を析出し，そこで顕在化した地域問題解決のための
方向性や諸政策の立案・調整・総合計画化について，理
論的実証的に考究する。社 会 計 画 演 習 （ Ⅳ ）＊のついた全教員

【履修分野：地域文化】
区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 地 域 社 会 と 歴 史 １
准教授

德　竹　　　剛

　日本では明治維新後，中央集権的な国家が形成され近
代化が推し進められていった。インフラ整備も進展し経
済活動も活発化していく。こうした近代日本形成期にお
いて，地域社会がどのような課題を抱え，それにどのよ
うに対応しようとしたのかを考えることとし，関連する
史料読解・論文講読等を行う。

＊ 地 域 社 会 と 歴 史 ２
教　授

阿　部　浩　一

　日本史における一大転換期とされる中世後期を中心に，
近代社会の基盤がどのように形成されていったのかとい
う問題を，主に社会史の視点から，東国や南奥羽を中心
とした地域社会のあり方に主眼をおいて考察していく。
適宜，前後の時代や国内外の諸地域との比較を進めると
ともに，現代社会の抱える諸問題に歴史学がどう応えて
いくのかという問題関心からもさまざまな検討を進めて
いきたい。

＊ 地 域 社 会 と 歴 史 ３
教　授

菊　地　芳　朗

　遺跡・遺物に代表される考古資料の分析から，地域社
会の歴史や文化の究明にいかに迫りうるかを考える。本
講義の主要な対象は文献史料の乏しい時代までの日本列
島とするが，受講者の関心によっては中近世や諸外国を
取り上げることも考慮する。また，おもに考古学の手法
による地域史研究を振り返ったうえでその妥当性と問題
点を検証し，新たな地域像提起への可能性を探る。

＊ 地域社会とジェンダー
教　授

髙　橋　　　準

　地域社会におけるジェンダー問題の解明に必要な基礎
的理論・概念等の修得をふまえ，個々人の研究課題に即
したテーマについて先行研究のサーベイ，具体的問題の
検討，討論等を行う。
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区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

＊ 地 域 社 会 と 教 育 １
教　授

浅　野　かおる

　地域の文化・健康・福祉・環境・産業などの諸課題に
対し，地域行政による住民への教育的働きかけ・援助と
住民の主体的な学習活動との相乗効果のなかで，解決へ
の展望をみいだすことが今日求められている。社会教育・
生涯学習の行政と各分野の行政過程における教育的手法
との関連を，国際動向も視野に入れて，実際的，理論的
に研究する。

＊ 社 会 と 情 報 １ 教　授
佐々木　康　文

　本講義では次のような内容について検討を行う。まず
一つ目は，情報社会と呼ばれる現代を位置付ける出発点
として，高度な情報メディアの発達を現実化しえた，人
間という存在の特性を把握することである。次に，人間
が歴史的に形成するに至った現代の社会システムがいか
にして情報メディアの発展を加速し，そのことが社会シ
ステムそのものに対してどのような意味を持つと考えら
れるかについて議論したい。そのうえで，情報メディア
の発展が社会に与える影響や意義について論じた様々な
社会理論を批判的に検討していく予定である。

＊ 国際社会の言語と文化１ 教　授
坂　本　　　恵

　20世紀初頭のイギリスに焦点を合わせ，言語と文化の
ありようについて検討する。とくに当時の文学作品を英
語で読むことで，その作品が生み出された時代背景につ
いて考察する。

＊ 国際社会の言語と文化２ 教　授
村　上　雄　一

　豪州は2001年に連邦結成100周年を迎えた。今でこそ，
多元文化主義政策が成功している国の１つとして認知さ
れている豪州だが，連邦結成当時は『白豪主義』を国是
として国家統一を目指していた。その『白豪主義』に日
本が大きな影響を与えていたことは意外と知られていな
い。本講義では，主に19世紀後半から20世紀初頭におけ
る両国関係を振り返りながら，日本の存在が豪州連邦結
成に与えた影響について考察していく。

＊ 国際社会の言語と文化３ 教　授
久　我　和　巳

　国際化していく社会に対応する地域文化の活性化とい
う課題において，個々の人間の固有価値がどのように取
り扱われているか。そして，公共予算の中で文化 ･ 言語
関連支出がどのような位置を占めているか。世界の多様
な国家や行政機関の文化政策および言語政策を比較する
ことによって，社会の豊かさの指標としての言語や文化
が人間生活において果たしている役割を考察する。

＊
☆

国際社会の言語と文化６
（令和４（2022）年度は出
題対象とはなりません）

教　授
田　村　奈保子

　近世以降のフランスを中心とした文学作品の分析を行
う。様々な分析方法を学び，それらの中から適した方法
を用いて特定の作品の分析が行える力を養う。また，芸
術をめぐる問題を様々な視点から考察する。

＊ 国際社会の言語と文化８ 教　授
照　沼　かほる

　アメリカにおける文化の多元性，多種性，多様性につ
いて学ぶ。また，それらと比較することで自分および自
文化を取り巻く諸現象について考察する。テキストは，
文学作品，新聞・雑誌記事，まんが，映画，ＴＶ番組，
ＣＭ，音楽など多岐にわたるが，英語で書かれた／表現
されたものも用いるので，受講者は，英語文献を読むの
が好き，読むのに慣れている，あるいは読むのを厭わな
い人であることが望ましい。
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区分 授業科目 担当教員 授業科目の概要

地 域 文 化 演 習 （ Ⅰ ）＊のついた全教員 　歴史，生活，教育，言語，外国文化，スポーツ，社会
情報等のテーマの研究を通して，地域社会を文化として
把握していくための視角や方法，基礎的な知見等を学ぶ。地 域 文 化 演 習 （ Ⅱ ）＊のついた全教員

地 域 文 化 演 習 （ Ⅲ ）＊のついた全教員 　演習（Ⅰ），演習（Ⅱ）をふまえ，特定のテーマに沿っ
てより具体的な研究を行う。地 域 文 化 演 習 （ Ⅳ ）＊のついた全教員

【共通科目】
授業科目 担当教員 授業科目の概要

地 域 政 策 科 学 入 門 全　　教　　員

　地域政策科学研究科で研究を進めていくうえでの「導
入科目」として，情報・文献検索の方法や，論文作成の
基礎的リテラシー，研究のさまざまな方法について学び，
修士課程における研究の基礎を作り上げることを目的と
する。またこれらの学習を通して，地域社会，地域文化，
地域政策についての理解を深めることを目指す。

地 域 特 別 研 究（Ⅰ）・（Ⅱ） 全　　教　　員

　特定の地域社会を対象とし，自然や産業・行財政・文
化・生活等の構造的特質および自治体等の政策立案・開
発計画の策定・行政をめぐる現状や問題について，複数
の教員による現地調査や収集資料分析を実施し，当該地
域社会の当面する課題の解決方途を具体的に研究する。
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【お知らせ】
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ください。
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